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【序論】 耐震問題の重要性 

１ はじめに 

地震の多発地帯に多数の原発が建設されているのは，世界広しといえど，

我が国と中華民国しかない（甲 21 号証）。我が国で原発を運転することの

最も深刻な問題の一つは，地震によって過酷事故に至るリスクが大きいこ

とである。東北地方太平洋沖地震を予想した地震学者が皆無であったよう

に，我々は，深い地中で発生する地震の規模，発生の時期，それによって

生じる地震動の程度を予知する能力を未だ獲得していない。したがって，

この地震国日本で原発を運転する以上，その耐震設計は，慎重の上にも慎

重を重ね，原発の運転期間中にその原発を襲う可能性のある最大限度の地
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震動を想定して，それを受けても過酷事故が起こることがないように耐震

設計がなされなければならない。 

 

２ 基準地震動とは何か 

(1) 耐震設計審査指針における基準地震動 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成１８年９月１９

日原子力安全委員会決定，以下「平成１８年耐震設計審査指針」という。）

は，「基準地震動 Ss」を「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生

する可能性があり，施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定する

ことが適切な地震動」と定義づけ，「この地震動を前提とした耐震設計を

行うことにより，地震に起因する外乱によって周辺の公衆に対し，著し

い放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすべき」と

述べている（解説１.基本方針について (1)耐震設計における地震動の

策定について）。すなわち，「基準地震動 Ss」は，原発の耐震設計の基準

となる地震動であり，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号，以下「原子炉等規制法」という。）

による安全審査が行われる趣旨は，原発による災害が「万が一にも起こ

らないようにするため」である（最高裁第１小法廷平成４年１０月２９

日判決・民集４６巻７号１１７４頁参照）から，「基準地震動 Ss」は，そ

の原発を襲う可能性のある最大の地震動であって，それ以上の地震動が

当該原発を襲うことはないと言いうるものでなければならない。 

「基準地震動 Ss」は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（昭和５６年７月２０日原子力委員会決定，以下「昭和５６年耐震設計

審査指針」という。）における「設計用限界地震 S2」を引き継いだものと

理解されているが，「設計用限界地震 S2」については，「およそ現実的で

はないと考えられる限界的な地震」と説明されていたことが想起される

べきである。 

 

(2) 新規制基準における「基準地震動」 

新規制基準においては，「基準地震動による地震力」は，「（原子炉施設

の）供用中に当該施設に大きな影響を及ぼす恐れがある地震による加速
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度によって作用する地震力」と定義づけられており【実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成２５

年６月２８日原子力規制委員会規則第５号，以下「設置基準規則」とい

う。）第４条第３項】，その趣旨は必ずしも明確でない。しかし，基準地

震動による地震力に対しては，耐震重要施設【設計基準対象施設[発電用

原子炉施設]のうち，運転時の異常な過度変化又は設計基準事故の発生を

防止し，又はこれらの拡大を防止するために必要となるもの（設置基準

規則第２条第２項７号）のうち，地震の発生によって生じるおそれがあ

るその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特

に大きいもの（設置基準規則第３条第１項）】は，安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならず（設置基準規則第４条第３項），重大

事故等対処施設【重大事故に至るおそれがある事故に対処するための機

能を有する施設（設置基準規則第２条第２項１１号）】のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は，重大事故に

至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならず【設置基準規則第３９条第１項１号，実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年６

月２８日原子力規制委員会規則第６号，以下「技術基準規則」という。）

第５０条第１項１号】，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設は，重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならず（設置基準規則第３９条第１項３号，技術基

準規則第５０条第１項３号），特定重大事故等対処施設は，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない（設置基準規則第３９条第１項４号，技術基準規則第５０条第１

項４号）とされている。 

    このように，原発の安全確保の要である耐震設計は，基準地震動を策

定した上，これによっても，耐震重要施設の安全機能が損なわれるおそ

れがないように，常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故

等対処施設の必要な機能が損なわれるおそれがないように，常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の必要な機能が損なわれる

おそれがないように，特定重大事故等対処施設の機能が損なわれるおそ
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れがないように設計される。逆に，設計基準対象施設は，耐震重要施設

を除き，設置基準規則第４条２項の地震力に耐えることは求められてい

るものの，基準地震動に耐えることまでは求められていない（設置基準

規則第４条１項）し，重大事故等対処施設のうちでも，常設耐震重要重

大事故防止設備が設置されないものは，基準地震動に耐えることまでは

求められていない（設置基準規則第３９条第１項２号）。 

したがって，基準地震動が当該原発を襲えば，その原発は，各種の設

備が損傷し，その機能を失い，一部の重要施設で残された機能によって

かろうじて重大事故の発生を防止するという仕組みになっているのであ

るから，新規制基準下における基準地震動も，当該原子炉の供用期間中

に，当該原子炉施設を襲う可能性のある最大の地震動であって，それ以

上の地震動が当該原子炉を襲うことはないと言いうるものでなければな

らず，平成１８年耐震設計審査指針における「基準地震動 Ss」と性格は

変わっていないと解することができる。 

 

３ 福井地裁判決の認識 

ところで，大飯原発３，４号機運転差止め訴訟福井地裁判決（平成２６

年５月２１日）は，大飯原発の敷地に１２６０ガルを超える地震動が到来

する危険があると認めた（同判決 45 頁）。従来，大飯原発３，４号機の基

準地震動は７００ガルであったが，最近，債務者は，これを８５６ガルへ

引上げた。しかし，福井地裁判決の上記認定によれば，原子力規制委員会

でなされている上記議論は，全く意味をなさないことになる。このことは，

福井地裁判決が，基準地震動を策定する手法【これは，「実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下

「設置基準解釈」という。）に定められているが，その内容は，平成１８年

耐震設計審査指針に定められていた内容を基本的に踏襲している。】に根本

的な誤りがあるとの認識を前提としていることを示している。 

 

４ 本準備書面の目的 

そこで，本準備書面において，新規制基準における基準地震動の策定方

法では，到底原発の安全性を担保することにならないこと，債務者は，高
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浜原発３，４号機において，基準地震動を７００ガルとし，原子力規制委

員会もこれを承認しているが，これは，安全を担保するためには，まこと

に不十分であることを述べる。 

 

 

【本論】 

第１章 現行の耐震設計審査指針 

１ 原発の耐震設計の流れ 

原発の耐震設計は，次のような流れでなされている。なお，下図は，平

成１８年耐震設計審査指針の下でのフローであるが，新規制基準下でも基

本的に変わっていない。もっとも，「基準地震動」については，「基準地震

動 Ss」と表記されている。 

 

「浜岡原子力発電所３，４号機「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に

伴う耐震安全性評価結果の報告について」平成 19年 4 月 4 日 
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２ 原発の耐震設計の概略 

(1) 原発の耐震設計の過程は，大きく分けると，①活断層の位置や長さ

等の調査，②基準地震動の策定（上図の上段黄色部分），③（基準地震

動に基づく）施設の耐震安全性評価（上図の下段水色部分）となる。 

(2) 原発の安全性を確保するためには，基準地震動に対して，構造物が

破壊されないように設計する必要がある。そのためには，構造物を数値

的なモデルで表して，それと地盤が接している部分に入力する地震動

（入力地震動）を用意し，その地震動を受けた構造物がどのような挙動

を示すかをシミュレーションする。 

 

３ 基準地震動の策定方法 

(1) 基準地震動の策定方法について，設置基準解釈は，おおむね，次の

ように規定している（別記２第４条第５項）。 

「５．基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地

周辺の地質・地質構造・地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものとし，次の方針により策

定すること 

  一 基準地震動は，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び

「震源を特定せず策定する地震動」について，解放基盤表面におけ

る水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定すること 

    「解放基盤表面」とは，基準地震動を策定するために，基盤面上

の表層及び構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であ

って，著しい高低差がなく，ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定

される基盤の表面をいう。「基盤」とは，おおむねせん断波速度Ｖs

＝700/S以上の硬質地盤であって，著しい風化を受けていないものと

する。 

  二 「震源ごとに震源を特定して策定する地震動」は，内陸地殻内地

震，プレート間地震及び海洋プレート内地震について，敷地に大き

な影響を与えると予想される地震（検討用地震）を複数選定し，選

定した検討用地震ごとに不確かさを考慮して応答スペクトルに基づ

く地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を，解
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放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映して策定すること 

   ⅰ 応答スペクトルに基づく地震動評価 

     検討用地震ごとに，適切な手法を用いて応答スペクトルを評価

のうえ，それらを基に設計用応答スペクトルを設定し，これに対

して，地震の規模及び震源距離等に基づき地震動の継続時間及び

振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考慮して地震動

評価を行うこと 

   ⅱ 断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価 

     検討用地震ごとに，適切な手法を用いて地震特性パラメータを

設定し，地震動評価を行うこと 

   ⅲ 基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさ（震源断層の長さ，

地震発生層の上端深さ，下端深さ，断層傾斜角，アスペリティの

位置・大きさ・応力降下量・破壊開始点等の不確かさ）を適切な

手法を用いて考慮すること 

三 「震源を特定せず策定する地震動」は，震源と活断層を関連づけ

ることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍

における観測記録を収集し，これらを基に，各種の不確かさを考慮

して敷地の地盤特性に応じた応答スペクトルを設定して策定するこ

と 

地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍に起因

する震源近傍の地震動について，確率論的な評価等，各種の不確かさ

を考慮した評価を参考とすること」 

(2) まとめ 

以上をまとめれば，基準地震動の策定過程では，敷地付近の各種調査

を基礎として，①「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」につい

て「応答スペクトルに基づく手法」による地震動評価，②「敷地ごとに

震源を特定して策定する地震動」について「断層モデルを用いた手法」

による地震動評価，③「震源を特定せず策定する地震動」の３つに分け

て検討される。そして，それぞれに対して，不確かさ（ばらつき）を考

慮することが求められている。 
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４ 問題の所在 

原発の耐震設計における重要な争点の一つは，上記の手法によって策定

される基準地震動が過小であり，これを前提としたのでは原発の耐震安全

性が確保されないのではないか，という点にある。 

この結論を理解するためには，その前提として，基準地震動が策定され

る過程，すなわち，上記①②③の各手法を理解する必要がある。そして，

これらを理解するためには，地震と地震動，地震動が建物に与える影響，

すなわち，応答スペクトル等についての基本的な理解が不可欠である。 

そこで，第２章では，これらの耐震設計の基本的な考え方について述べ

ることとする。その上で，第３章において，それぞれの地震動評価手法の

問題点について述べる。 

 

第２章 地震動評価の手法の総論 

  本章では，耐震設計の基本的な考え方について述べる。 

第１ 地震とは何か 

１ 地震と地震動 

    「地震」は，地下の岩盤が急速に破壊されることによって地震波が発

生し，それが地殻内をあらゆる方向に伝わる自然現象である。「地震動」

は，その地震がもたらす揺れである。地下の岩盤が大きく破壊されれば

されるほど，それだけ発生する地震波は大きなものになる。 

    地震は，ある特定の地点（震源域）で発生するものであり，その大き

さは１つの決まった値（推定値）である。これに対して，地震動は，同

一の地震であっても，それを観測する地点によって，その大きさは全く

異なる。遠くで地震が起きた場合は，揺れ（地震動）は小さいが，近く

で地震が起きた場合は，揺れ（地震動）は大きい。このことは，私たち

が日常に体験することである。 
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２ 地震の種類 

     

日本列島は，上記のとおり，４つのプレートの境界付近に位置し，東

から太平洋プレートに，南からフィリピン海プレートに，西からユーラ

シアプレートに押され，圧力が集中している。 

我が国でよく起こる地震には，大別すると，①プレート境界地震，②

スラブ内地震，③内陸地殻内地震がある。 
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    プレートの運動によって蓄積された歪みのエネルギーがある限界を超

えたときに，プレート境界部で陸側プレートが跳ね上がる形で起こるの

が「プレート境界型地震」であり，プレート内の弱面がずれてエネルギ

ーを解放するのが「プレート内型地震」である。プレート内型地震のう

ち，海洋プレートが日本列島の下部に沈み込んだ部分で起きる地震を「ス

ラブ内地震」という。プレート境界型地震は，一般に規模が大きく，大

津波を発生させることがあるが，震源域が日本列島から離れているため，

日本列島での揺れは，地震の規模ほどには強くないことが多い（ただし，

関東大震災をもたらした大正関東地震のように，陸地近くで発生すると，

陸地に大きな揺れをもたらす）。スラブ内地震は，日本列島の直下で大き

な規模の地震を起こすことがあり，震源域は深いものの地表の揺れは大

きいとされる。プレート内型地震のうち，陸のプレート（上部地殻，地

表３㎞～２０㎞程度）の弱い部分がずれるのが「内陸地殻内地震」であ

り，多くの場合，人が居住している場所の直下が震源域になるので，「直

下型地震」ともいわれる。一般に震源域が浅いため，地表に激しい揺れ

を生じさせる。上部地殻のずれが地表にまで達すると，「活断層」として

認識される。多くは，以前にずれた部分と同じ部分がずれるので，「活断

層」が地震を起こすような表現がされることがあるが，活断層は，あく

まで地震が発生した結果にすぎない。 

 

３ 地震（動）の観測 

    地震の大きさを直接測定する方法はない。地震は，地中奥深くで発生

するため，直接測定ができないからである。 

    私たちが，観測できるのは地震動であり，地震動は地震計で測定する

ことができる。地震計は，今日では全国中に設置されており，一つの地

震に対して，瞬時に各地の地震計が揺れを観測する。 

    このようにして観測された地震動の記録から，地下のどのあたりでど

のような規模の地震が発生したのか，を推定している。これが，地震の

震源（域）や深さ，大きさとして発表される。その後，地表での変位の

データや余震分布なども加えて，震源域がより詳細に特定されていくの

である。 
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４ 地震の大きさ 

地震の大きさ（地震の持つエネルギーの大きさ）はマグニチュード（Ｍ）

で表わす。マグニチュードには，いくつかの種類があるが，ここでは，

地震モーメント（Ｍｏ）から導かれるモーメントマグニチュード（Mw）

について説明する（なお，我が国で通常使われるのは，気象庁が用いて

いるマグニチュード(Mj)1であり，モーメントマグニチュード（Mw）とは

異なる概念である）。 

地震モーメント（Ｍｏ）とは，震源断層面の面積（Ｓ）と，断層面に

おけるずれ量（平均すべり量Ｄ）と，剛性率（変形のしやすさ＝ずれ面

の接着の強さ）から得られる物理量である。地震モーメント（Ｍｏ）は，

後に述べる「断層モデルを用いた手法」において，重要な要素となる。 

なお，地震モーメント（Ｍｏ）と，モーメントマグニチュード（Mw）

の関係は，以下の式となる。 

Mw＝（ｌｏｇＭｏ－９．１）／１．５ 

    マグニチュード（M）は対数であるので，Ｍでは０．２の差でも，エネ

ルギーは２倍の差がある。Ｍ６とＭ７では約３２倍の差，Ｍ６とＭ８で

は約１０００倍の差となる。 

 

５ 地震動の大きさ 

    これに対して，地震動の大きさは，日常的には，震度として示されて

いる。ただし，震度は，人の揺れの体感であるので，科学的厳密さに欠

ける。そこで，より科学的な尺度として用いられているのは，地震動の

速度と加速度である。 

    たとえば，Ａ点からＢ点まで１００ｍ進むのに５秒間かかったとすれ

ば，この時の速度は毎秒２０ｍとなる。これに対して，Ａ点を通過する

時の速度が毎秒１５ｍで，Ｂ点を通過する時の速度は毎秒２５ｍだった

とすれば，５秒間に毎秒１０ｍの速度の変化があったことになる。これ

                                            
1  周期５秒までの強震計の最大振幅を用いて計算するもの。大きな値になると飽和して，

それ以上大きな値とならない。東北地方太平洋沖地震のような巨大地震では，モーメント

マグニュードが用いられる。速報性はあるが，物理的意味合いは薄い。 
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を１秒間あたりの速度の変化にすると，毎秒・毎秒２ｍとなる。このよ

うな毎秒ごとに速度の変化する割合が加速度である。 

    地震動の場合は，単位はセンチメートルで表す。速度は「毎秒何セン

チメートル」，加速度は「毎秒・毎秒何センチメートル」となる。この時

の「毎秒・毎秒何センチメートル」を，「ガル」という単位であらわす。 

 

６ 重力加速度 

    高いところから物体を落とした場合，落下速度は一定ではなく，刻々

と速度が加わっていく。つまり物体は加速されている。この時の加速度

は，おおよそ９８０ガル（すなわち毎秒・毎秒９８０センチメートル）

という一定の値である。これを重力加速度といい，１Ｇともあらわす。 

    この重力加速度は，物体が鉄であっても木でもあっても羽毛であって

も変わらない。空気抵抗が無ければ，皆同じ速度で落ちる。 

 

７ 加速度と力の関係 

 加速度は速度の変化であり，速度が変化するということは，その物体

に力が作用した，ということを意味している。 

    「物体に力が働くとき，物体には力の同じ向きの加速度が生じる。そ

の加速度 a の大きさは，働いている力の大きさ F に比例し，物体の質量

ｍに反比例する。」というのがニュートンの運動の第二法則であり，この

ように加速度と力は比例する。 

     

８ 地震動の加速度 

 地震動は，地面の振動である。振動とは，ある量のプラスとマイナス

が繰り返される状態である。地面の振動は，プラス・マイナスの加速度

が繰り返し作用する状態である。加速度は力であり，このような地震動

の加速度によって，地上の物体には力が作用する。加速度が大きければ，

作用する力もそれだけ大きくなり，建築物を壊したりする。 
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図Ⅰ－１は，小説「日本沈没」が映画化された際に，大崎順彦が作成

した「東京大地震」の推定地震動の加速度記録である（実測記録ではな

い）。この図では，約８０秒間，大小様々な加速度を繰り返しながら，地

面は振動を続けている。最も大きい加速度は２５秒付近に表れていて，

その値は４９２ガルである。 

 

９ 小括 

    以上のとおり，最大加速度が大きければ地震動は強い，と言えること

は間違いない。最大加速度が大きい地震は破壊力が強く，大きい被害を

引き起こす。破壊力は力であり，加速度も力であるから，加速度＝破壊

力ということが成り立つ。しかし，最大加速度の大小だけが，破壊力を

決定する要因ではない。地震動の破壊力は，最大加速度以外の特性の総

合効果である。 

    次に，最大加速度以外の地震動の性質を述べた上で，地震動の破壊力

について述べる。 

 

第２ 地震動の性質 

１ 振動の基本的な性質 

    振動の基本的な性質は，メトロノームの動きで（後述するように倒立

振子でも）イメージできる。 

 メトロノームの振り子は，同一線上を，左右に規則正しく，行きつ戻

りつしている。振り子が１秒間に１回往復する間に経過する時間を「振
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動の周期」という。１回往復するのに１秒かかるとすれば周期は１秒，

０．５秒かかるとすれば周期は０．５秒，２秒かかるとすれば周期は２

秒である。速く繰り返すもの（たとえば０．５秒）を短周期，ゆっくり

繰り返すもの（たとえば２秒）を長周期という。 

 これに対して，１秒間に何回振動するかという回数を「振動数」とい

う。その単位はヘルツである。１ヘルツは１秒に１回の振動，２ヘルツ

は１秒間に２回の振動，０．５ヘルツは１秒間に０．５回の振動となる。

周期と振動数は逆数の関係になる。 

 

 図Ⅴ－１は，周期０．５秒の振動を表している。 

    横軸が周期，縦軸が振れ幅を表す。振れ幅は「振幅」ともいう。この

ような同じ状態を単純に繰り返している振動を単振動という。 

    振幅がいくら大きくなっても，周期が同じであれば，戻ってくる時間

は同じである。それは，すなわち，揺れの速度が速いということであり，

すなわち，速度の変化量＝加速度も大きくなるということを意味してい

る。 

 

２ 地震動の諸性質 

    実際の地震は，このような単純な振動ではなく，同じ状態が規則正し

く繰り返されているわけではない。たとえば，下記図Ⅴ－２の地震動は

１６秒間続いているが，最大のものは３．７秒付近であり，これがこの

地震動の最大加速度である。破線は，地震動の振幅を包み込んでいると

いう意味で，包絡曲線という。 
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ところで，一見複雑に見える振動も，実は，いろいろな振幅と周期を

もった振動の寄せ集めであり，単純な振動に分解することができる（こ

のことは，後述する）。 

たとえば，下記図Ⅴ－３では，４つの地震動の加速度記録が並べてあ

る。 
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これらの最大加速度はすべて４９０ガルである。ただし，その性質は

全く異なる。 

   (a)は，激しい地震動が８０秒近く続いている。 

   (b)は，継続時間が短く，１２秒ほどである。 

   (c)は，立ち上がり直後にいったん強い加速度が作用しているが，徐々に

振動が収束している。 

   (d)は，(a)(b)(c)と異なり，長周期のゆっくりとした揺れである。 

    以上によれば，地震動の特性として，①最大加速度，②継続時間，③

包絡曲線，④周期特性の４つをあげることができる。 

 

３ 周期特性とスペクトル 

    ここで「スペクトル」という概念を説明しておく。「スペクトル」とは，

複雑な組成を持つものを，単純な成分に分解し，その成分を，それを特

徴づけるある量の大小の順に従って並べたもの，である。 

    地震動の加速度記録は，一見複雑に見えるが，実は，いろいろな振幅

と周期をもった振動の寄せ集めであり，単純な振動に分解することがで

きることは既に述べた。分解する方法は，創始者である数学者フーリエ

の名前にちなんで，フーリエ解析と呼ばれている。 

図Ⅰ－１の地震動を分解（フーリエ解析）して，得られたもとの地震

動の成分のうち，代表的なもののいくつかを並べたものが，図Ⅴ－４で

ある。        

 
図Ⅴ－４ 
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ここに並べた成分は，全部単振動であるが，振幅と周期が違う。これ

をスペクトルの趣旨に従って，周期の大きい順番に並べると以下の（Ａ）

～（Ｆ）のようになる。 

（Ａ）右上 振幅１．３３ガル 周期２秒 

   （Ｂ）右中 振幅３．１４ガル 周期１秒 

   （Ｃ）右下 振幅７．８３ガル 周期０．５秒 

   （Ｄ）左上 振幅６．３１ガル 周期０．２秒 

   （Ｅ）左中 振幅１．３２ガル 周期０．１秒 

   （Ｆ）左下 振幅０．８７ガル 周期０．０５秒 

   この結果を，一覧できるようにしたものが下記の図Ⅴ－５である。この

曲線は，フーリエの名をとって，「フーリエ・スペクトル」と呼ばれている。 

   これを，さらにより細かく固有周期ごとに計算して一覧したものが，図

Ⅴ－６の曲線である。図Ⅴ－６には，周期０．５秒付近に高い山がある。

これは，つまり，元の地震動の中に周期が０．５秒程度の大きな振動が含

まれていることによる。このような性質は，元の地震動記録を見ただけで

は分からないものであり，これをはっきりさせてくれるのが，フーリエ解

析であり，フーリエ・スペクトルなのである。 

     

 

 

第３ 地震動の破壊力 

１ 地震動と建築 
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    ここから，地震動が，建築物にどのような影響を及ぼすかということ

をみていく。 

 

２ 固有周期 

    小さな地震動では，建築物にはダメージはない。反対に，大きな地震

動は，建築物を破壊する。建築物が破壊されるのは，建築物が揺れ動く

からである。すなわち，建築物は，力を加えればそれ自体が揺れ動く振

動体である。 

    では，建築物は，どのように揺れるのか。揺れによる破壊を考える場

合は，振動体としての揺れ方の性質，すなわち，早く揺れるのか，ゆっ

くり揺れるのか，という振動の周期が重要となる。 

    建築物には，大小様々なものがあるが，板バネ（倒立振子）と錘（お

もり）の簡単なモデルで示すことができる（図Ⅵ－６）。 

    錘は建築全体の重量を表し，板バネは建築の

堅さ・柔らかさを表す。コンクリートの低層の

建物は堅いので厚くて短い板バネで，超高層の

ビルは柔らかいので薄くて長い板バネにする。 

    図Ⅵ－６の倒立振子を指でつついて揺らす

と，振動を始める。ひとりでに揺れ動く振動を

自由振動という。この場合の振動の周期は，錘

の重さと板バネの強さ（厚さと長さ）で決まる一定の値であって，それ

以外の周期をもって自由振動することはない。メトロノームが，錘の位

置をずらさないかぎり，一定の周期で揺れるのと同じことである。この

自由振動の周期は，それぞれの振子に固有なものであり，これを固有周

期という。 

    物には，すべて固有周期がある。低層建築の固有周期はガタガタ速く

揺れる短周期，柔らかい高層建築はユラユラとゆっくり揺れる長周期で

ある。 

 

３ 共振現象 

固有周期が重要なのは，建物の固有周期と一致する地震動の成分によ
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って，揺れ始めた振動が成長していき，ついには建物を破壊するに至る

からである。 

 たとえば，固有周期が０．５秒の振子を想定して，この足下の地面を

揺らしてみる。この時，地面の揺れの周期が，振子の固有周期と一致し

ない短周期（たとえば０．２秒），あるいはずっと長周期（たとえば３秒

とか５秒とか）だったとすると，振子はそれなりに揺れるけれども，揺

れは成長しない。そして，この場合，揺れが少ないので，建物を破壊す

ることはない。 

    これに対して，地面の揺れの周期が，振子の固有周期と一致する０．

５秒だとすると，振子の振動はしだいに成長し，とめどもなく大きい揺

れに成長してしまうのである。揺れが大きくなるということは，それだ

け大きな力が振子に加わるということであり，そして，その力は，つい

には，建物を破壊するに至るのである。 

    このように，外部から与えられる振動の周期と，物の固有周期が一致

したために，大きな振動が出現する現象を，共振という。 

 

 

４ 実際の地震動と建物の共振 

    実際の地震動は，０．５秒の単周期ではなく，様々な周期の波の集合

だということは前述した。これに対して，物の固有周期は一定（たとえ

ば周期０．５秒）であるので，物の側からすれば，いろいろな周期の地

震動がやってくるうちの，自分の固有周期に近いものに特に反応して共

振し，その都度大きく揺れる，ということになる。 

 

５ 応答スペクトル 

    「応答」とは，建築物や振子が，地震動を受け，地震動とその物（建

築物や振子）自体の特性（固有周期）に応じて揺り動かされる，その反

応のことをいう。「応答スペクトル」は，応答のスペクトル，すなわち，

建築や振子の反応を，周期の大小の順に従って並べたものである。 



21 

    図Ⅵ－８は，応答スペクトルの概念を，模式的に説明したものである。 

     

図Ⅵ－８の左側の(a)には，固有周期の異なるモデルが３つ（ここでは

１秒，１．５秒，２秒）並べてある。これに対して，ある地震動の加速

度で揺らしてみる。すると，モデルは一斉に揺れ出す，つまり応答を始

めるが，その揺れ方は地震動の特性（揺れの特性，すなわち最大加速度，

継続時間，周期特性など）と，モデルの特性（固有周期）との関係で，

それぞれ違ったものとなる。 

    この時，振子の錘に加速度計が取り付けてあったとすると，加速度計

はそれぞれのモデルが，与えられた地震動に対して応答することによっ

て生じる加速度，すなわち応答加速度をそれぞれ記録する。この記録が，

図Ⅵ－８の真ん中の(b)応答加速度記録である。 

    (b)の上段は，固有周期が１秒のモデルの応答加速度を示している。そ

の最大値が S1 である。これが，(a)の左端のモデル，つまり固有周期が

１秒の建築物が，この地震動によって揺さぶられている間に，その建築

物に対して作用した最大の加速度，つまり，この地震動に対する固有周
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期１秒の建築物の最大応答加速度である。同じように，固有周期１．５

秒（(b)の中段）や２秒の建築物（(b)の下段）には，それぞれ最大応答

加速度 S2，S3が作用する。 

    図Ⅵ－８右側の(c)は，横軸に固有周期，縦軸に最大応答加速度を表し

たものである。(a)の３つのモデルの固有周期（ここでは１秒，１．５秒，

２秒）を横軸にとり，それに対応する最大応答加速度 S1，S2，S3 が縦軸

に取られている。その結果が，(c)の白丸点である。 

    今みてきた固有周期は３つだけであるが，実際には，さらに細かく固

有周期を分け，応答加速度を得ることができる。すなわち，さらに多く

の固有周期におけるそれぞれの最大応答加速度を調べて，これを隙間無

くつなげると，(c)の波線が得られる。これが，すなわち応答スペクトル

である。 

    このことから明らかなように，ある地震動に対しては，それに対応し

た応答スペクトルが，別の地震動に対してはその別の地震動に対応した

応答スペクトルが得られる。 

    応答スペクトルには，縦軸に速度をとった「速度応答スペクトル」，縦

軸に加速度をとった「加速度応答スペクトル」がある。現実には，加速

度を斜め軸にとり，縦軸に「疑似速度」（加速度から計算で出した速度。

厳密には，「速度」と一致しないが，おおむね一致するので「疑似速度」

という。）をとった「疑似速度応答スペクトル」が作られることが多い。 

 

６ 地震動と応答スペクトル 

    ここで，図Ⅰ－１に示した地震動を，もう一度みる。 



23 

     

この地震動（図Ⅰ－１）の応答スペクトルが，図Ⅵ－９である。 

 

この地震動をフーリエ解析した図Ⅴ－６と並べてみよう。図Ⅴ－６の

フーリエ・スペクトルでは，周期０．５秒付近に高い山（大きな加速度）

があり，この地震動では周期０．５秒の成分が優勢であった。そして，

周期０．２秒付近にも，やや低い山がある。これに対して，同じ地震動

に対応する応答スペクトル図Ⅵ－９でも，０．５秒と０．２秒のところ

に山があるが，山の高さが逆転して，０．２秒付近の方が高い。 

    ということは，地震動の成分としては，０．５秒のものがより優勢で

あるが，建築物に与える影響という点からみると，固有周期が０．５秒

ではなくて，０．２秒の建築物に対してもっとも強く作用する，という

ことを示している。 

    このような結果になるのは，地震動の破壊力には，最大加速度だけで

はなく，継続時間やその他の特性も影響するからである。単純化して言

えば，地震動の中で最大の加速度は固有周期０．５秒付近の成分だった

が，その継続時間は短く，一方で，固有周期０．２秒付近の加速度は，

地震動の中では最大の成分ではなかったが，継続時間が長く，共振によ

り建築物の揺れは成長したものだということができる（実際には，さら

に複雑であるが，ここまでにとどめる）。 

    このようにして得られた応答スペクトルは，地震動が建築物に与える

影響を集約したものである。（なお，「基準地震動」は，岩盤自体の加速

度であるから，建物の最も短周期（通常は０．０２秒である）の応答加
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速度をもって，岩盤の加速度と扱う。下記の図の場合，地盤自体の加速

度は，２００ガルになる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 耐震設計 

    同じ地盤の上に立ち，同じ地震動を受けても，作用する力（すなわち

地震動入力）は，建築物自体の特性によって違う。建築物の特性を端的

に表現し，直接地震動入力に反映させるのに，もっともふさわしい特性

値を示すのが応答スペクトルである。 

    たとえば，建築物の固有周期が１秒だと決まると，図Ⅵ－１０の応答

スペクトルから，最大応答加速度は６００ガルに耐えられるようにすれ

ば良いということになる。もし，この時，建築の固有周期が３秒だとす

れば，最大応答加速度は３００ガルに耐えられるようにすれば良いとい

うことになる。このような考え方が採用されたのは，１９８１年の建築

基準法の改訂時であった。 

 

８ より詳細な耐震設計 

    ここまでみてきた応答スペクトルは，錘が一つだけの倒立振子のモデ

ルであった。この錘は建築の全重量をひと塊にしたものと考えているの

で，これから求められるものは，建築に働く総体の力である。 

    総体に働く力はこれでいいが，数階建ての建物の場合の各床に，どの
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ような力が働くかは，これだけでは分からない。原発では，原子炉やポ

ンプ等無数の機器・配管等が設置されており，これらの機器・配管等は，

建物とは別の固有周期を有している。そして，その応答は，それが各階

のどこに設置されているかによっても異なる。そこで，各階の床にどの

ような力が働くかは，この階数分だけ，錘を縦につなげて串団子のよう

なモデルを考える必要がある。このようにして得られた応答スペクトル

は，床の数だけ得られる。これを床応答スペクトルという。 

    各階の床に設置された機器・配管等の設計においては，機器・配管等

の固有周期を把握し，それを設置する床応答スペクトルから，最大応答

加速度に耐えられるように，設計するということになる。 

    これは，数千本とも数万本とも言われている配管や，その他の機器・

設備・施設についても同様である。 

 

９ 物が壊れれば，固有周期が変化する 

    更にやっかいなのは，物は壊れれば，その固有周期は変化するという

ことである。すなわち，物には，すべて固有周期があり，低層建築の固

有周期はガタガタ速く揺れる短周期，柔らかい高層建築はユラユラとゆ

っくり揺れる長周期であると前述した。今，これが，何らかの理由で壊

れかけているとしよう。そうすると，固有周期は，短周期側から長周期

側にずれることがある。そうすると，元の設計時の固有周期では最大応

答加速度以下の応答だったものが（もともとそうして設計された），固有

周期が変化することによって，別の周期で共振することになってしまい，

設計時点での期待とは別の挙動を示すことがあり得る。建築物にかかる

力（すなわち加速度）が小さくなる方向であれば問題はないが，いつも

そうだとは限らない。したがって，物を設計する場合は，これらについ

ても考慮する必要がある。 

 

第４ さらに，不確かさの考慮が要求されていることについて 

   耐震設計の基本は，以上のとおりであり，原発の耐震設計も，基本的に

は，これと何ら変わるところはない。原発の基準地震動の策定は，耐震安

全性の要であり，これが適切に策定されていなければ，その後の建物・機
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器・配管などの構造物の設計（安全評価）は，全く意味のないものとなっ

てしまう。 

ところで，原発の耐震設計では，さらに，不確かさの考慮が要求されて

いる。 

１ 不確かさを考慮しなければならない理由 

自然現象を測定するときには，必ずある誤差がある。測定の精度は，

その測定の対象や手法によって種々であり，たとえば地盤の速度構造の

測定の誤差は，決して小さくはない。 

島崎邦彦東大名誉教授は，原子力規制委員に就任する前の２０１２年

６月，纐纈一起東京大学地震研究所教授，岡田義光防災科学技術研究所

理事長との座談会で，地震学者は，「平均像のようなものを見ていること

になります。解像度を一生懸命よくしようとしていますが，ほんとうに

中で何がおきているのかには手が届いていない。」と発言している（甲 58

号証 642 頁）が，まさしく，地下で何が起こっているかは，本当のとこ

ろ分かっていない。アスペリティ（岩盤の固着部分）が実際どこにある

かなどわからないのであって，「地震の解析はすべて隔靴掻痒で，ほんと

うのディテールは現状ではわからない」（同 642頁 纐纈一起教授の発言）

というのが，地震科学の現状であり，限界なのであって，この点からし

ても，想定には不確かさが不可避なのである。 

また，発生する現象である地震や津波，さらに火山噴火も，同じ場所

であれば常に同じ範囲で，同じ規模，同じ様相で生じるというわけでは

なく，そこにはばらつき（不確かさ）がある。そのばらつきも決して小

さくはない。 

将来発生する地震や津波の想定は，過去の地震，津波，火山噴火のデ

ータに基づきなされ，また地盤などの測定データも用いられるが，測定

データに誤差があり，また発生する地震，津波，火山噴火という現象そ

のものにばらつきがあるため，この点からしても，将来事象の想定（推

定）には，必然的に大きな不確かさを伴わざるをえない。 

 

２ 平成１８年耐震設計審査指針中の「解説」では，次のとおり述べてい

る。 
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「(3)基準地震動Ｓｓの策定方針について 

     ④ 「基準地震動Ｓｓの策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）」の考

慮に当たっては，基準地震動Ｓｓの策定に及ぼす影響が大きいと

考えられる不確かさ（ばらつき）の要因及びその大きさの程度を

十分踏まえつつ，適切な手法を用いることとする。 

       経験式を用いて断層の長さ等から地震規模を想定する際には，

その経験式の特徴等を踏まえ，地震規模を適切に評価することと

する。 

    (4)震源として想定する断層の評価について 

     ⑤ 活断層調査によっても，震源として想定する断層の形状評価を

含めた震源特性パラメータの設定に必要な情報が十分得られなか

った場合には，その震源特性の設定に当たって不確かさの考慮を

適切に行うこととする。」 

 

３ 新規制基準における不確かさの考慮の定め 

さらに，新規制基準における設置基準解釈でも，不確かさの考慮が強

く求められていることは，第１章３の(1)で記載した。 

 

第３章 地震動評価手法の各論 

以上を前提して，原発の基準地震動の策定手法について，具体的にみてい

こう。 

前述したように，基準地震動は， 

① 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について地震動評価の手

法である「応答スペクトルに基づく手法」による地震動評価 

② 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について地震動評価の手

法である「断層モデルを用いた手法」による地震動評価 

③ 「震源を特定せず策定する地震動」 

の３つの手法で検討されている。 

  いずれの手法においても，以下に述べるとおり，地震動の過小評価につな

がる大きな問題がある。 
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第１ 応答スペクトルに基づく手法による地震動評価について 

１ 応答スペクトルに基づく手法とは 

応答スペクトルに基づく手法とは，検討用地震として選定した地震に

ついて，経験的手法に基づく距離減衰法を用いて，特定の地点における

地震動（応答スペクトル）を策定する方法である。したがって，特定の

解放基盤表面に生じる応答スペクトルを策定する前段階として，特定の

活断層が起こす地震の規模を想定する必要がある。 

 

２【第一段階】 特定の活断層が起こす地震の規模の想定 

これには一般に，松田式と呼ばれる手法2が用いられている。松田式は，

活断層の長さからマグニチュードを想定するもので，活断層の長さ（Ｌ）

とマグニチュード（Ｍ）の関係を 

LogＬ＝０．６Ｍ－２．９ 

という関係式で表す。この関係式を導くに当たって使われたデータは，

次の表にプロットしたとおりであり，これを回帰分析したのが上記の式

である。 

 

                                            
2 昭和５０年に松田時彦東京大学地震研究所教授（当時）が，明治２４年の濃尾地震以降の

日本の内陸で発生した地震のうち，対応する活断層長さとマグニチュードが変名している

地震のデータを基にして提案した経験式 
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これをみると，上記の式は平均値を表したものであって，現実には

ばらつきが非常に大きいことが判る。活断層の長さが２０km のときの

マグニチュードが７とされているが，約２０km の活断層が起こした地

震の規模は，現実には，マグニチュード６．６～７．５程度の範囲で

ばらついている。マグニチュードが０．５異なると地震の規模は６倍

程度異なる。 

     地震の規模は，ずれを起こした震源断層面の面積によって定まる。

活断層の長さ，すなわち断層面が地表に現れた長さによって，地中で

ずれを起こした震源断層面の面積が図れないのはある意味当然である。 

     次の図は，兵庫県南部地震の震源断層面である。 

 

これをみると，震源断層面は地中で淡路島から神戸まで広がっている

が，地表に現れたのは淡路島だけであることが判る（淡路島に現れた地

表地震断層は「野島断層」と呼ばれている。）。そうすると，一般の建物

の耐震設計であればともかく，原発の耐震設計の基礎となる基準地震動

の策定に用いる以上，特定の活断層が起こす地震の規模を想定するにつ

いては，その活断層の前後の地中に断層面が拡がっている可能性がある

ことを想定して，松田式で算出されるマグニチュードの数倍の規模の地

震を想定すべきということができる。 

なお，松田式については，提唱した松田時彦氏自身，「単なる目安にす

ぎない」と述べている。 



30 

 

３【第二段階】 応答スペクトルの策定 

(1) 応答スペクトルの策定方法には，いくつかの手法がある。かつては，

大崎順彦東大名誉教授が提案した「大崎スペクトル」が用いられていた

が，現在では，主として，「野田他（2002）の応答スペクトル」や，日

本電気協会原子力発電耐震設計専門部会が作成した「耐専スペクトル」

（「耐専」とは作成団体の名称を略したものである）などが用いられて

いる。 

ア 野田他（2002）の応答スペクトル 

野田他（2002）の応答スペクトルは，マグニチュードＭ5.5 以上，

震源距離 200km以下，震源深さ 60km以浅の条件を満足する地震を選

定し，概ね第三紀3以前の地層で観測された 44地震 107記録（321成

分）の回帰分析により得られた平均応答スペクトルに基づいて作成

されたものである（甲 59号証１頁）。 

このように，野田他（2002）の応答スペクトルにおいては，これ

を導き出すデータが，わずか 44 地震の 107 記録（321 成分）にすぎ

ないこと，このデータを回帰分析して平均像を求めたものであるこ

とが注目ポイントであり，問題点である。 

イ 耐専スペクトル 

(ｱ) 耐専スペクトルは，原子力発電耐震設計専門部会の「地震・地

震動ワーキンググループ」が，１９７７年から２０年間に青森県

と関東地方の１２観測点で収集された１０７の地震観測記録に基

づき，「大崎スペクトル」に代わる経験式として作成されたもの

である（甲 60，61号証）。 

(ｲ) 上記データの元となった地震の数は４４であるが，このうち

３２個はプレート境界地震であり，内陸地殻内地震は 12個にすぎ

ない（甲 61号証 11頁）。 

(ｳ) 結局，これも，実観測記録に基づいて設定され，実現象の平

均像を忠実に再現したものである（甲 60号証 5頁）。野田他（2002）

の応答スペクトルと同様に，データがわずか 44地震にすぎず，し

                                            
3 地質時代区分の１つ。絶対年代では 6430万年前から 260万年前までである。 
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かも内陸地殻内地震は１２地震にすぎないこと（若狭湾の原発で

問題になるのは，プレート境界地震ではなく，内陸地殻内地震で

ある），その平均像を再現したものであることが，注目ポイント

であり，問題点である。 

(2) 応答スペクトルに基づく手法とは 

ア 応答スペクトルに基づく手法とは，特定の活断層について，マグ

ニチュードと等価震源距離（震源断層面を小さな微小領域に分解し，

その各微小領域から放出される地震動のエネルギーの総和が，特定

の一点から放出されたものと等価になるように計算された距離，単

位は「Xeq」）を定め，過去の地震の平均像から，地震基盤（地震に

よる揺れで地盤の性質や地盤の影響を大きく受けない地下のある深

さのところを面的に想定したもの）の揺れをコントロールポイント

（あらかじめ決めた数か所の固有周期）毎に想定し（下記の表），

そこからの増幅を考慮して解放基盤表面の揺れを想定してグラフ化

し，これによって書かれた数本の線を包絡する線を作成し，その周

期０．０２秒の値をもって基準地震動とするものである（下記のグ

ラフ）。 

 
（甲 60号証 33頁の表） 
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包絡線を作成するから安全側にたった評価方法のような印象をえ

るが，そもそもの特定の活断層による揺れが過去の地震の平均像に

よるものにすぎないから，結局過小評価につながるのである。 

 

イ 甲 60 号証 29 頁の上段の図を下記に転記したのでみていただきた

い。これは，耐専スペクトルの内陸地殻内地震に対する適用性を検

討したものである。近年の内陸地殻内地震の観測値と耐専スペクト

ルによる推定値を比較し，固有周期ごとに「観測値／推定値」の値

をグラフ化している（対数表示である）。そして，その平均値がほ

ぼ１に近似することから，耐専スペクトルは，内陸地殻内地震に適

用できると結論付けている。しかし，そのばらつきの大きさをみて

いただきたい。一本一本の波線が実際に起こった地震を示している。

そのばらつきは，２倍，３倍はいうに及ばず，水平動で周期０．４

秒付近では，５倍を優に超えているものすら存在するのである。 

しかしながら，原発の耐震設計では，これらの誤差については，

全く考慮されていない。 



33 

 

 

４ 原発の耐震設計は，「平均」で行ってはならない。 

以上にみてきたように，応答スペクトルに基づく手法は，その前提と

なる松田式も，野田他（2002）の応答スペクトルも，耐専スペクトルも，

実現象の平均像を求めようとするものである。そもそも，実現象の平均

像を用いて原発の耐震設計を行えばいいというのは，著しい安全軽視と

いうほかない。 

応答スペクトルに基づく手法は，現に発生した地震・地震動・応答ス

ペクトルに基づく経験的な手法である。これを平均化してしまうことは，

現実に発生した平均以上の地震・地震動・応答スペクトル（これは，半

数に及ぶのである）は，設計上考慮せず，切り捨てるということを意味

する。平均像を用いて原発の耐震設計を行った場合は，その平均像以上

の地震・地震動・応答スペクトルに対しては，原発の耐震安全性は，確

保されないことになるのである。 

原発事故は「万が一」にも許されないのであるから，実現象の観測記

録を利用する場合は，その最大値を採用することが，最低限の要求でな

ければならない。 
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基準地震動の策定は，耐震設計のスタートであり，基本中の基本であ

る。基準地震動の策定において，このような平均像でいいという考え方

が採用されていることは，極めて根本的，かつ重大な誤りである。 

 

５ 既往最大値を採用することに加えて，さらに，不確かさの考慮が必要

である 

では，応答スペクトルに基づく方法において，実現象の観測記録を利

用して，最大値に基づき耐震設計をすれば十分なのだろうか。答えは，

否である。 

私たちが入手できる実現象の観測記録は，たかだか最近数十年のもの

でしかなく，過去の地球で起こったことのほんの一部なのである。野田

他（2002）の応答スペクトルも，耐専スペクトルも，上記のとおり，デ

ータとされた地震の記録は限られている。入手し得ている観測記録の最

大値を超える地震動が将来発生することは，可能性が否定できないどこ

ろではなく，むしろ，必然である。原発に要求される高い安全性を考え

れば，過去の観測記録を十分保守的に用いるだけでは足りず，その上で，

さらに「不確かさ」を考慮することが必要なのである。 

「不確かさ」を考慮することは，平成１８年耐震設計審査指針の要求

でもあったし，新規制基準の要求でもあることは，第２章で述べた。し

かるに，応答スペクトルに基づく手法は，各地の原発における基準地震

動の策定過程で用いられており，具体的には，野田他（2002）の応答ス

ペクトル又は耐専スペクトルが用いられているが，これに加えて「不確

かさ」の考慮はなされていない。 

 

６ まとめ 

以上述べたとおり，応答スペクトルに基づく方法は， 

(1) 実際に発生した地震（地震動・応答スペクトル）の平均像を基礎と

しているから，万が一にも過酷事故を起こしてはならない原発の基準

地震動の策定に用いると，著しい過小評価に陥る。原発の基準地震動

の策定のためには，実際に発生した地震（地震動・応答スペクトル）

の最大値を基礎としなければならない。 
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(2) それを基礎として，さらに不確かさの考慮をしなければならない。

しかしながら，現実の基準地震動の策定においては，これらの点は全

く考慮されておらず，著しい過小評価になっているのである。 

 

第２ 断層モデルを用いた手法について 

１ 断層モデルを用いた手法とは 

(1) 断層モデルを用いた手法とは，①震源断層面を小区画に分け，そ

の小区画で，破壊の伝搬とともに発生する小地震を考え，その上で，

その小地震が起こした地震動が，地中を伝搬することによって地表の

ある地点（観測点）に与える地震動を算出する，②地震動波形を多数

重ね合わせて，大地震の際の地震動を想定する，という手法である

（図 5-5は，『地震の揺れを科学する』１５１頁）。 

 

 

(2) この方法は，次の２つの前提条件に基づいている。 

第１に，大地震の断層面における断層運動は，経験的な法則にした

がって小地震の断層を重ね合わせることにより表現できる，という条

件である。 

第２に，断層面上のある一点から放出された地震波の伝搬性状は，
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大地震でも小地震でも，観測点位置が変わらなければ同じである，と

いう条件である。すなわち，地震波が伝搬する地下構造の影響が，大

地震でも小地震でも変わらないということである。 

(3) 断層モデルを用いた手法にもいくつかの種類があるが，原発の基

準地震動の策定においては，震源断層面から地表のある地点までの地

震動の減衰の仕方について，以下の２つの方法が用いられている。 

ア 実際に発生したその地点の近傍の地震での地震動の減衰の仕方を

用いる方法（経験的グリーン関数法） 

イ 近傍で発生した適切な地震がないときに，他の地点で実際に発生

した多数の地震の平均的な地震動の減衰の仕方を用いる方法（統計

的グリーン関数法） 

(4) そのほかの，震源断層面での破壊の進行については，断層面の想

定や各種パラメータの選定についての理論的な手法を用いる。そのた

め，断層モデルを用いた手法は，半経験的な手法と呼ばれている。 

(5) しかし，現実に発生した他の地震の地震動の減衰の仕方と，当該

震源断層面での地震動の減衰の仕方が必ずしも一致するとは言えない。

したがって，この手法は近似的な手法でしかなく，この手法自体に誤

差（不確かさ）があることは当然の前提となっている。 

また，震源断層面での破壊の進行に関する，断層面の想定や各種パ

ラメータの選定においても誤差（不確かさ）があることも，否定でき

ない。 

当然のことであるが，断層面の想定や設定された各種パラメータが

不適切だった場合には，その結果として算出された地震動は過小とな

ってしまう可能性がある。 

 

２ 強震動予測レシピの概要 

断層モデルを用いた手法による地震動は，「強震動予測レシピ」と呼ば

れる方法によって策定されている。以下，強震動予測レシピの概要を述

べ，強震動予測レシピには大きな不確かさがあることについて述べる。 

(1) 現在，認識されている地震発生メカニズムは，地下に震源断層面

という地震が発生する面があり，そのある１点から破壊が始まり（破
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壊開始点），それが伝播して次々破壊が面に沿って進行していき，破

壊のたびに地震動を発生させていく，震源断層面の破壊は一様ではな

く，アスぺリティという固着した領域では，大きな歪みの解放があっ

て，そこではより大きな地震動が発生する，というものである。これ

が「破壊シナリオ」である。 

そして，基準地震動の策定のためには，この破壊シナリオの種々の

要素を設定していく必要がある。 

ところが，その設定の仕方が，人によってばらばらであっては，比

較検討を行うこともできず，基準地震動の相当性についても判断が困

難になる。そこで，これを，避けるために，定式化したマニュアルを

作り，これを「レシピ」と呼んでいる。 

断層モデルによる強震動予測に関しては，想定する震源断層を設定

し，その規模や破壊シナリオを構築する必要がある。しかしながら，

その方法に関しては設定者に依存しばらつきの大きなものとなりがち

であった。そこで，モデル化に際しての任意性を少しでも小さくする

ために，入倉孝次郎京都大学名誉教授らによって提案されたものが，

「強震動予測レシピ」又は「入倉レシピ」と呼ばれる非一様断層破壊

シナリオの設定マニュアルである。（甲 62号証の 2-1） 

(2) この「強震動予測レシピ」（入倉レシピ）は，次の９つの段階（STEP）

からなっている。 

① STEP１ 断層破壊面積の設定 

② STEP２ 地震モーメント（Ｍｏ）の設定 

③ STEP３ 平均応力降下量4の設定 

④ STEP４ アスペリティの総面積の設定 

⑤ STEP５ アスペリティの応力降下量の設定 

⑥ STEP６ アスペリティの個数と配置の設定 

⑦ STEP７ アスペリティの平均すべり量比の設定 

⑧ STEP８ アスペリティの実効応力と背景領域の実効応力の設定 

⑨ STEP９ すべり速度時間関数の設定 

                                            
4 地震の際，断層面で蓄積していた応力（歪み）が一気に解放される。地震の前後の応力の

差が応力降下量【単位は MPa（メガパスカル）】である。 
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これらを概説すれば，まず断層破壊面積を設定した上で（STEP１），

地震モーメント（Ｍｏ）を設定する（STEP２）。なお，地震モーメント

（Ｍｏ）とは，震源断層面の面積（Ｓ）と，断層面におけるずれ量（平

均すべり量Ｄ）と，剛性率（変形のしやすさ＝ずれ面の接着の強さ）

から得られる物理量であることは，前述した。 

その上で，平均応力降下量（STEP３）及びアスペリティの各パラメ

ータを設定し（STEP４～８），すべり速度時間関数の設定（STEP９）を

行う，というものである。 

(3) 以下，STEPごとの個別の問題点について，述べる 

ア STEP１ 断層破壊面積の設定    

 

STEP1は，地下の断層破壊面積を想定するものである。 

(ｱ) 入倉レシピでは，断層破壊面の形状を正方形もしくは長方形

と想定し，震源断層面の長さと幅を乗じてその面積を算出する。

そして，震源断層面の長さは，地表断層の長さと一致すると考え

る。また，日本列島においては，地震発生層の深さは，概ね３ｋ

ｍ～１８ｋｍと考えられているので，断層面の角度が特定されれ

ば，震源断層面の幅を算出することができる。しかし，この考え

方は，真に危険である。 

(ｲ) 地表断層の長さと地下の震源断層面の長さは必ずしも一致し

ない。 

このことは，第１の２で述べたように，兵庫県南部地震を見れ

ば明らかである。同地震では，地表に現れた断層は，淡路島の野

島断層だけだったのに対し，地下の震源断層面は，神戸側に長く

延びており，地下の震源断層面の長さは，地表の断層の長さより
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も，はるかに長かった。さらに，2013年 4 月 13日に発生した淡路

島地震は，この兵庫県南部地震の震源断層から南側の断層面で発

生したと考えられている。淡路島地震の断層面が，兵庫県南部地

震の断層面とつながっている可能性もあり，仮につながっていな

くても，同時に活動する可能性がある。したがって，地下の震源

断層面の長さを，地表の断層の長さから想定できるという知見は，

現在においては成り立たない。 

現在，短い活断層（地表断層）で発生する地震の規模について

は，地表断層の前後に伸びる断層面を考えるべきというのは普遍

的な認識になってきている。島崎邦彦東大名誉教授は，原子力規

制委員に就任する前，震源断層長（震源断層面の長さ）がほぼ活

断層（地表断層）の長さに等しいという関係が成り立つのはマグ

ニチュード７．５以上であり，短い活断層が起こす地震の規模と

しては，マグニチュード６．９～７．４を想定すべきと主張して

いた（甲 63 号証）。同様のことは，長い断層でも言えるはずであ

る。淡路島地震は，地表の断層の前後には，地下深く接続する断

層面，あるいは，接続していなくても同時に活動しうる断層面を

考えなければならないことを，はっきり示したのである。 

このように，実際に地震が起こる前に，地表の断層の長さから

地下に広がる震源断層面の長さを推定する確実な方法はなく，入

倉レシピの上記手法は，想定が過小となる可能性が大きい。 

     (ｳ) もともと，地表付近は，地震を発生させるほど岩盤が固着して

おらず，一方で，地下深部でも，温度が高いこと等から，地震を

発生させるほどの固着がない。地震発生層，すなわち地震が発生

する地下の層（領域）は，これらの間にある。 

地震発生層の厚さは，敷地周辺で発生した地震の震源分布，速

度構造データなどを参考にして，総合的に決定するとされている。

しかし，われわれ人類が入手している地震のデータは，近年のわ

ずか２０年ほどのデータでしかないし，もともと総合的にしか決

定できないので，そこには必然的に大きな不確かさが存在する。 

(ｴ) 実際の震源断層面は，上図の兵庫県南部地震でみられるよう
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に，四角形ではなく，アスペリティも不定形なものである。した

がって，震源断層面を長方形と仮定する入倉レシピの手法自体，

極めて簡略化したものでしかなく，そこにもすでに大きな誤差の

要因があることになる。 

要するに，このような断層破壊面積の想定作業においては，大

きな不確かさがあるのである。 

 

イ STEP２ 地震モーメント（Ｍｏ）の設定 

       

(ｱ) Step２は，断層破壊面積（震源断層面の面積）から地震モーメ

ント（Ｍｏ）を導くものであり，断層の面積の大小によって，上

図の関係式によって導かれる。 

地震モーメント（Ｍｏ）とは，震源断層面の面積（Ｓ）と，断

層面におけるずれ量（平均すべり量Ｄ）と，剛性率（変形のしや

すさ＝ずれ面の接着の強さ）から得られる物理量である。断層破

壊面積が大きくなれば，それに応じて地震モーメントも大きくな

る。それをスケーリングと言う。次の図 2.1は，入倉・三宅（2001）

のスケーリング則の元となったデータを一つの表に表したもので

ある。 


